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剰余金の配当に関するお知らせ 
 

当社は、平成30年５月１日開催の取締役会において、以下のとおり、平成30年3月31日を基準日とする剰

余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、本件につきましては平成30年6月22日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。 

 

１．配当の内容 

 決  定  額 
直近の配当予想 

（平成30年２月１日公表） 

前期実績 

（平成29年３月期） 

基 準 日 平成30年３月31日 平成30年３月31日 平成29年３月31日 

１株当たり配当金 

10円00銭 

（普通配当 ８円00銭） 

（特別配当 ２円00銭） 

８円00銭 10円00銭 

配当金総額 90百万円 － 90百万円 

効力発生日 平成30年６月25日 － 平成29年６月23日 

配 当 原 資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 

２．理由 

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要政策と位置づけ、将来の事業展開と経営体質強化のため

に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。また、経営

環境や業績動向、配当性向などの諸指標も考慮しながら配当額を決めております。 

平成30年3月期の期末配当については、以上の基本方針に加え、平成30年3月期の連結売上高が初めて150

億円を超えたことなどを勘案し、当初予想の８円に特別配当２円を加えた計10円を平成30年6月22日開催予

定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしました。 

 この結果、平成30年3月期の年間配当の合計は1株につき18円になる予定です。 

 

 

以上 

 


